
 

 

 

 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、平成 19 年度より公表が義務付けられま

した財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）について、令和６年度決算に基づく算定ができまし

たので、次のとおり報告します。 

 

●健全化判断比率 

指  標 令和６年度 令和５年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率        ― % － %      14.60 %      20.00 % 

連結実質赤字比率        ― % － %      19.60 %      30.00 % 

実質公債費比率        8.0 % 7.9 %       25.0 %       35.0 % 

将来負担比率       13.3 % 13.5%      350.0 %  

※実質赤字または連結実質赤字がない場合は「―」と表示しています。 

 

健全化判断比率については、いずれの指標も早期健全化基準を下回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●資金不足比率 

会計の名称 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準 

水道事業会計 ― % ― % 

20.00％ 
町立温泉病院事業会計 ― % ― % 

下水道事業会計（R5は特会） ― % ― % 

勝浦地方卸売市場事業費特別会計 ― % ― % 

※資金不足額がない場合は「―」と表示しています。 

 

 資金不足比率については、各公営企業ともに資金不足額は発生していません。 

 

  

令和６年度決算に基づく健全化判断比率等について 

実質赤字比率、連結実質赤字比率については、令和５年度と同様に令和６年度におきま

しても、赤字額は発生しておりません。 

実質公債費比率（３か年平均）は、令和４年度の比率の影響により対前年度 0.1％上昇

しております。なお、令和６年度の比率は、地方債の元利償還金が増加したものの、普通

交付税や標準税収入額等の増加により標準財政規模が拡大したことから改善しておりま

す。 

 将来負担比率は、対前年度 0.2％下降しております。将来負担額が増加したものの、積

立基金現在高や償還金に係る交付税措置分が増加したため比率が改善したものです。 

資金不足比率については、令和５年度と同様に令和６年度におきましても、すべての会計

において資金不足額は生じませんでした。 
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